
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
営
業

収
益

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
営
業

上
の
収
益

」

を

「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

等
営
業
収
益

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
に
係

る
営
業
上
の
収
益

」

に
、

「
（
何
）
事
業
営
業
収
益

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の（
何
）

事
業
に
係
る
営
業
上
の
収
益

」

を

「
（
何
）
事
業
営
業
収
益

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
以
外

の
（
何
）
事
業
に
係
る
営
業
上
の
収
益

」

に
、

「
（
何
）
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
営
業
費

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
営
業

上
の
費
用

」

を

「
（
何
）
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
等
営
業
費

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
に
係

る
営
業
上
の
費
用

」

に
、

「
（
何
）
事
業
営
業
費

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の（
何
）

事
業
に
係
る
営
業
上
の
費
用

」

を

「
（
何
）
事
業
営
業
費

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
以
外

の
（
何
）
事
業
に
係
る
営
業
上
の
費
用

」

に
、

「
未
収
運
賃

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
営
業
収
益
の

未
収
額

」

を

「
未
収
運
賃

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
営
業

収
益
の
未
収
額

」

に
改
め
、

同
表
備
考
１
及
び
２
中「

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」

を「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」

に
改
め

る
。

別
表
第
二
第
一
号
様
式
中

一
般
乗
合
旅
客

千
円

千
円

千
円

一
般
貸
切
旅
客

を
一
般
乗
用
旅
客

」
「
一
般
乗
合
旅
客

千
円

千
円

千
円

に
改
め
る
。

一
般
乗
用
旅
客

」

「

四

一
般
貸
切
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
者

管
轄
地
方
運
輸
局
長
及
び

管
轄
陸
運
支
局
長

第
三
号
様
式
に
よ
る
輸
送

実
績
報
告
書

毎
年
五
月
三
十
一
日
ま

で

営業収益

運
送

収
入

旅
客

運
賃

そ
の

他

計

運
送

雑
収

合
計

営業

運送費

人
件

費

燃
料
油
脂
費

ガ
ソ
リ
ン
費

軽
油

費

そ
の

他

計

修
繕

費

事
業
用
自
動
車

そ
の

他

計

減
価
償
却
費

事
業
用
自
動
車

そ
の

他

計

保
険

料

施
設

使
用

料

第
１
号
様
式
の
３
（
第
２
条
関
係
）（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

事
業
者
番
号

平成˜˜年˜™月™—日 月曜日 (号外第™› 号)官 報

別
表
第
二
第
４
号
様
式
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
項
を
削
る
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
事
業
区
域
」
を
「
、
事
業
区
域
若
し
く
は
営
業
区
域
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第

二
号
中
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
以
外
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
者
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
二
項
の
営
業
報
告
書
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
営
業
概
況
報

告
書
（
第
一
号
様
式
）
並
び
に
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
会
計
規
則（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
十
九
号
）

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
損
益
明
細
表

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

住
所

事
業
者
名

(単
位
：
千
円
)

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
様
式
（
同
令
別
表
第
二
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
、

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
又
は
同
項
に
基
づ
き
こ
れ
ら
の
様
式
と
異
な
る
様
式
に
よ
り
財
務
諸
表
を

作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
異
な
る
様
式
を
除
く
。）に
よ
る
財
務
諸
表
（
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
四
番
）
及
び
人
件
費
明
細
報
告
書
（
第
一
号
様
式
の
二
）

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
営
業
概
況
報
告
書
（
第
一
号
様
式
第
一
表
）
並
び
に
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
次
に
掲
げ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
明
細
表

イ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
損
益
明
細
表
（
第
一
号
様
式
の
三
）

ロ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
人
件
費
明
細
表
（
第
一
号
様
式
の
四
）

第
一
号
様
式
第
二
表
中
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

œ


